
令和５年度地域・指定校事業報告書＜指定校＞ 

委託先（ 東京都 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 人権課題を取り上げた学習を通して、自己肯定感を高める 

○調査研究のテーマを設定した目的 

本校は、「同和問題（部落差別）」をはじめ、様々な人権課題について、一人一人の生徒

がその意義・内容や重要性を十分に理解する必要がある。人権に関わる取組を進めてい

く中で、人権尊重の理念である「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」が

でき、様々な生活の中の場面や状況下で正しく判断し具体的な態度や行動を適切にでき

る生徒を育てる。また、一人一台端末を調べ学習や情報の共有、意見の交換等に有効に活

用し、基礎学力の向上を図るとともに生徒の自己肯定感を高める。 

○調査研究の概要 

人権課題「同和問題（部落差別）」を中心に学習を進める。同和問題の歴史的背景や職

業に対する偏見や差別が生まれた時代背景について調べたり、考えたりする際、体験を

含めた学習を通して、同和問題をはじめ様々な人権課題の解決に取り組もうとする能力

や態度を育成する。また、協働的な学びの場を設定したり、対話を促進する学習形態を工

夫したりすることにより、主体的に学び、自分の価値観や役割を自覚し、自己肯定感を高

める。 

 

  



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

台東区立桜橋中学校 

○これまでの研究指定等の状況 

令和２年  文部科学省「人権教育研究指定校事業」指定 

○学級数 

５学級 

○児童生徒数（R.6.1.31） 

全生徒数：137 名 

○URL 

https://www.taito.ed.jp/swas/index.php?id=1320116 

○指定理由 

本校は、長年にわたり、人権教育を推進しており、同和問題を重点としてそれぞれの

人権課題についての正しい知識を学び、偏見や差別を許さない態度を育成している。こ

れまで人権教育の推進・啓発に取り組んできたことを生かし、更に人権教育研究指定校

として継続した人権教育を推進していきたい。 

 

  



○取り組んだ人権課題について 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  

 

①子供 ○ 

②女性  

③高齢者  

④障害者 ○ 

⑤同和問題 ◎ 

⑥アイヌの人々  

⑦外国人  

➇-１HIV感染者等  

➇-２ハンセン病患者等  

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害 ○ 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬性的指向、性自認  

⑭その他（    ）  

  
 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

【他者理解】 

 個別的な視点、普遍的な視点からの取組を意図的・計画的に推進することで、正しく

判断し、行動できる生徒を育てることができるだろう。 

【自己肯定】 

 基礎学力を向上させることで、達成感や成就感による自己肯定につながり、自己肯定

感を育てることができるだろう。 

【認め合い】 

 人や地域と触れ合う体験を系統的・計画的に実施することで、思いやりの気持ちと協

力し合う心を育てることができるだろう。 

○ 地域の歴史的背景や特色を踏まえ、人権課題「同和問題（部落差別）」 

を中心に取り上げ、自他を大切にする態度を養う。 

・様々な人権課題を取り上げた授業実践 

・基礎学力向上に向けた取組 

・人権に関わる環境整備 

・教員による人権課題についての研修 

○実施方法 

○様々な人権課題を取り上げた授業実践 
・社会科 人権課題「同和問題（部落差別）」 

第３学年 「二度の世界大戦と日本」の単元において、様々な社会運動の中から、全
国水平社の結成を取り上げ、偏見や差別の不合理性に気付き、その解消に向けて主体
的に行動しようとする姿勢を育んだ。 
第２学年 「身分制の下での暮らし」の単元において、江戸時代の身分制社会の下で

の人々の暮らし、身分上の差別は非合理なものであることを理解した。また、「開国と
近代日本の歩み」の単元では、明治維新と近代国家の形成について、近代の日本に見ら
れる課題を主体的に追究、解決しようとする活動を通して、偏見や差別の不合理性に
気付き、その解消に向けて主体的に行動しようとする姿勢を育んだ。 

・特別の教科 道徳 人権課題「子供」 第１学年 
「いじめのない集団」Ｃ公正、公平、社会正義 「さかなのなみだ」 

話合いや発問などからいじめの問題を多面的・多角的に考える活動を通して、自身
の身の回りにおいて、人間としてよりよい集団を築くために、いじめなどを見て見ぬ
ふりをせず、積極的に正義や公正を実現しようとする態度を育てた。 

・特別活動 人権課題「障害者」 第２学年  
「ＶＲを活用した発達障害のバリア体験」 

感覚過敏（聴覚）及びＡＤＨＤなどの発達障害がある人の生活をＶＲ（仮想現実）で
体験することを通して、それらの障害に対する正しい理解を深めた。さらに、偏見や差
別を解消するために、どのようなことができるかを考え、発表し、人権を尊重しながら
共に生きていこうとする態度を育てた。 

・特別活動 人権課題「高齢者」「障害者」第１学年  
「バリアフリー／ユニバーサルデザイン学習会」 



高齢者や障害がある人が、社会の一員として生活していることを理解し、生活の中
で互いに支え合おうとする態度を育てる。さらに、バリアフリーやユニバーサルデザ
インに関する講話を聴き、その後の個別での調べ学習を通して、日常生活を送る中で
これらが果たしている役割を学習すると共に、クラスや学年集会での発表活動を行い、
学びを深めた。 

・特別の教科 道徳 人権課題「インターネットによる人権侵害」第３学年  
「相手の気持ちを考える」Ｂ相互理解、寛容 「言葉の向こうに」 

インターネットによる人権侵害について考えることを通して、いろいろなものの見
方や考え方があることを理解し、望ましい人間関係づくりの中で正しく判断しようと
する態度を育てた。自分の発する言葉の向こうにそれを受け取る他者がいることや異
なった考えを受け入れることの大切さについて、話合い活動によって考えた。 

○基礎学力向上に向けた取組 
・朝学習や補充教室などの基礎学力向上の取組を、年間を通して行った。 
・漢字・計算・スペリングのコンテストを実施し、成績優秀者の表彰や追試、補充学習
を行い、自己肯定感を高め、学習への励みになった。 
・朝の 15～20 分間、テスト前の学習期間を除いて、落ち着いた雰囲気で読書に取り組
んだ。読書への意欲を高め、読書習慣の定着、読解力の向上を図っている。また、生徒
が主体的に読書に取り組むために「ビブリオバトル」を実施した。「ビブリオバトル」
においての発表やディスカッション、発表後の投票を通して、自他共に認め合う感覚
を養った。 
・定期考査や各種検定（実用英語技能検定、日本漢字能力検定等）前の放課後や長期休
業中に区の会計年度任用職員「学力向上推進ティーチャー」を活用しながら、国語・数
学・英語の補充学習を実施した。基礎学力の定着を図り、生徒の学習意欲を高めること
により、人と比べて優れているかどうかで自己評価するのではなく、自分を認める感
覚を育むことにつながった。 

○人権に関わる環境整備 
・様々な人権課題の解消に向けて、普遍的な視点、個別的な視点から考え、人権標語・
人権作文づくりを行う。人権標語の優秀作品は生徒のみならず来校者の目にも触れる
場所に掲示し、人権を常に意識する一助とした。 
・地域清掃（生徒会本部・美化委員）、地域行事でのボランティア活動、朝のあいさつ
運動、資源回収等、人権意識の向上のため、生徒が主体的に活動し、協働する機会をつ
くった。実践にあたっては、その意義を理解させ、人権感覚を高めるとともに、自他を
大切にし、認め合う心を育むことを意識させた。 

○教員による人権課題についての研修 
・東京都人権啓発センターと連携した研修を実施し、ＤＶＤ視聴や講義、フィールドワ
ークにて、人権課題「同和問題（部落差別）」についての認識を深めるとともに、地域
に根ざした人権問題について理解することで、教職員の人権感覚をさらに磨き、生徒
指導につなげた。 

 

  



4．検証・評価・改善・普及 

・成果の検証・評価については、７月と 11 月に全校生徒に対して、以下の(１)～(４)を

質問項目とした「学校生活に関するアンケート」を行い、人権教育の取組を経て、「人権

意識」「自己有用感」等について、生徒たちの意識がどのように変化したかを調査した。 

（１）学校生活で人のことを思いやったり、考えたりして生活していますか 

（２）意欲的に学習に取り組んでいますか 

（３）自分に良いところがある、自信がもてることがあると思いますか 

（４）人や集団のための活動にしっかり取り組んでいますか 

 結果としては、各項目において肯定的な回答について、伸びが見られる。さらに、学力

向上とそれ以外の領域でも生徒個々に自信をもたせることにつながるような取組が求め

られる。 

・人権教育の年間指導計画を作成し、その活動の点検・評価を行う。 

 年度が始まってから決まった学習活動や講師招聘等の関係で、別添のとおり年間指導

計画を見直しながら人権教育を進めた。 

・今年度の取組と成果、課題についてリーフレットにまとめた。区内全幼稚園、小学校、

中学校、東京都教育委員会人権尊重教育推進校に配布する。 

・研究の内容や成果等について、学校のホームページや学校便り等で、地域・保護者等に

発信し、普及・啓発を図る。 

  



５．人権教育に係る年間指導計画 











 

  



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む） 

 

 

 


